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大学生に対する労働法講義の実施について 

～ 活水女子大学にて開催 ～ 

 

長崎労働局（局長 金成 真一）では、大学生に対する労働関係の講義を平成２４年度よ

り行っていますが、平成３０年１２月１７日（月）、活水女子大学において、長崎労働局長

が下記のとおり講義を行う予定です。 

 

記 

 

１ テーマ：「労働法について」 

２ 対象 ：主に３年生（９０名程度の予定） 

３ 日時 ：平成３０年１２月１７日（月）１３:００～１４:３０ 

４ 場所 ：活水女子大学 ４号館４１１教室（長崎市東山手町１－５０） 

５ 本講義を取材される場合は、１２月１４日（金）１２時までに担当あて 

ご連絡ください。 

 

※ 最近の実績（大学・短期大学対象分） 

 平成２７年度 延べ１３大学等  受講者計 １，０４３人 

 平成２８年度 延べ１２大学等  受講者計   ９１４人 

 平成２９年度 延べ ９大学等  受講者計   ８６８人 

 平成３０年度    ２大学   受講者計   ４７９人 
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